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ローロータリーリークイズロータリークイズ
★今週のロータリークイズ
　ＰＥＴＳは、何の略でしょうか？

★先週のロータリークイズの答え
　ロータリーの国際事務局は世界中に７ヶ
　所あります

NO.37

会長挨拶　土屋闊正

3 29
2007

※やむを得ず欠席される方は、
　午前10時までにご連絡下さい。

会員数 出席者数 暫定出席率計算に用いる
会員数

前々回の
確定出席率

62名 59名 52名 88.14％ 100.00％
●欠席者（７名）
　橋本喜市君・石田　恩君・山崎伊久雄君・神谷高義君
　生野　旭君・内海宣彦君・渡辺　巌君

　　　　　　　　　　　　　　　　　・本日より入会しました新会員 勝又　厚君をよろしくお願い致します。　長田吉弘君・梶原一正君

・ ３月18日にホテル御殿場館21で創業100周年を行いました。 長田さん、サービスありがとうございました。　臼井良太君

・ またまた３歳の娘とスキーに行ってきました。やはり天才みたいです。　豊山　篤君

３月22日の出席報告

★次回４月６日（1986回）の例会★

18:30点鐘 御殿場高原ホテル観桜会

vol.36今　週　の

●例　会　場／ホテル御殿場館21

●開 会 点 鐘／12：30

●ロータリーソング／四つのテスト

●内　　　容／ＹＭＣＡの国際協力
　　　　　　　日本ＹＭＣＡ同盟 山根一毅様

●会 員 慶 事

★夫人誕生日
　４月１日　大庭健一郎君 夫人 さとみ様

★結婚記念日
　３月29日　勝又　洋君・泰子様 ご夫妻
　３月30日　梶原一正君・みさ子様 ご夫妻
　４月１日　勝又重春君・佳代子様 ご夫妻

３月８日のメーキャップ

　本日、勝又厚君の入会式を行います。会員増強委員会をはじめ、推薦者の皆様には大変
お世話になりありがとうございました。年度当初より会員増強をお願いしておりましたの
で、１名増強できましたことを大変うれしく思います。
　春は希望と出会いの季節です。誰もが通りすぎる明日へのステップのためのセレモニー
が「卒業式」です。　
　３月20日には御殿場市、小山町の小中学校の卒業式が行われました。

　私どもの時代では卒業ソングといえば「仰げば尊し」や「蛍の光」といった学校唱歌でしたが、現在では
ポピュラーソングに大きくスライドしています。
　1970年代に入ってシンガーソングライターのポジションが確立されると、彼らが自分の「卒業」に対する
想いを歌詞にしたため、曲にのせて歌うようになりました。
　曲名では第１位はレミオロメンの「３月９日」。第２位は松任谷由実の「卒業写真」。第３位は尾崎豊の
「卒業」。第４位は森山直太朗の「さくら」。第５位はコブクロの「桜」でした。
　そして、アーティストでは第１位はコブクロ。第２位は松任谷由美。第３位はＭｒ.Ｃｈｉｌｄｒｅｎ。第４位
は「栄光の架橋」のゆず。第５位は「空も飛べるはず」のスピッツだそうです。卒業ソングも大きく変わり
ました。
　さて、本日は会員の大森清治様に「裁判員制度について」と題しまして卓話をお願いしてあります。どう
ぞ宜しくお願い申し上げます。

２月23日　裾　野　臼井良太君

３月２日　裾　野　勝又　洋君

３月９日　沼　津　大森清治君

３月10日　米山委員会　梶原一正君

３月14日　長　泉　井口修一君

３月16日　沼　津　勝又敏雄君

３月22日のスマイル



○例会日/木曜日
○例会場・事務局/YMCA東山荘
　静岡県御殿場市東山1052
　電話/0550－83－1133　FAX/0550－83－1138
　http://www.gotemba-rc.gr.jp/

○会　　　長/土屋　闊正

○幹　　　事/勝又　博文

○会報委員長/斉藤　礼志ロータリークラブ
御殿場
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月　日 点　鐘 会　場 内　容 担当及び卓話者
★2007年 ４月　御殿場ＲＣ例会プログラム★

親睦委員会

雑誌広報ＩＴ委員会

全　員

18：30

12：30

12：30

12：30

御殿場高原ホテル

東山荘

東山荘

ホテル御殿場館21

観桜会　３クラブ合同例会

ロータリー雑誌月間に因んで

クラブ協議会

地区協議会に参加して

（1986回）

（1987回）

（1988回）

（1989回）

幹事報告 Ｎｏ.37　勝又博文君

卓　　話　　　　　　　　　　　　　　裁判員制度について／大森清治君
第１．制度の目的
　裁判員制度は、国民に裁判に加わって
もらうことによって、国民の司法に対す
る理解を増進し、長期的にみて裁判の正
統制に対する国民の信頼を高めることを
目的とするものである。

第２．裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
（平成16年５月28日法律第63号）をもって公布
施行期日：公布の日から起算して５年を超えない範囲内
に於いて政令で定める日から施行する。

第３．趣旨
同法第１条
　この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官
と共に刑事手続に関与することが、司法に対する国民の
理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、
裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法及び刑事訴
訟法の特則その他必要な事項を定めるものとする。

第４．基本構造
概要

　１．対象事件
（１）原則（第２条）
　　　①死刑、無期懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
　　　②法定合議事件のうち故意の犯罪行為により被
　　　　害者を死亡させた罪に係る事件
（２）例外（第３条）
　　　　裁判員やその親族等に危害が加えられるなどの
　　　おそれがあり、裁判員の職務の遂行ができないよ
　　　うな事情がある場合、対象事件から除外され得る。

　２．合議体の構成（第２条）
（１）原則的合議体：裁判官３人と裁判員６人
（２）例外的合議体：裁判官１人と裁判員４人
　　　その条件　①公訴事実に争いがないこと
　　　　　　　　②裁判所が事件の内容等が適当と認め
　　　　　　　　　ること
　　　　　　　　③当事者に異議がないこと

　３．裁判官・裁判員の権限と評決
　　（第６条、７条、８条、54条、56～60条）
（１）事実の認定、法令の適用、刑の量定は、裁判官と
　　　裁判員の合議体の過半数で裁判官・裁判員のそれ
　　　ぞれ１人以上の賛成する意見による。
（２）法令の解釈・訴訟手続に関する判断等は、裁判官
　　　の過半数の意見による。

第５．裁判員の選任
概要
選任される裁判員
１．裁判員の選任資格：20歳以上の有権者（第13条）
２．欠格事由（法14）：義務教育を終了しない者、禁錮以
　　上の刑に処せられた者、心身の故障のため職務の遂
　　行に著しい支障がある者等
３．就職禁止事由（法15）：立法権や行政権の中枢を担
　　う者、法律専門家、司法関係者、禁錮以上の刑に当
　　たる罪で起訴されている被告人、逮捕・勾留されて
　　いる者等
４．不適格事由：事件関係者等（法17）、不公平な裁判を
　　するおそれがあると認められた者（法18）
５．辞退事由（法16）：70歳以上の者、常時通学する学生・
　　生徒、過去５年以内に裁判員・検察審査員の職にあっ
　　た者、病気、同居の親族の介護・養育、自ら処理し
　　なければ著しい損害を生じさせる重要な用務、日時
　　を変更できない社会生活上重要な用務等があり、職
　　務を行うことが困難である者等

第６．裁判員の選任手続
概要
裁判員選任手続
１．裁判員候補者名簿の調製（20条～25条）
　　（毎年、有権者の中から、翌年の裁判員候補者となる
　　者をくじで選び、地方裁判所ごとに裁判員候補者名
　　簿を調製する）
２．裁判員候補者の呼び出し（26条～30条）
　　（事件ごとに、裁判員候補者名簿の中から抽選して一
　　定数の者を選定し、選任手続期日に呼び出す。その
　　際に質問票を送付して回答を求めることもできる）
３．選任手続期日（32条～40条）
　　・裁判員候補者に対する質問
　　・辞退を申立てた候補者が辞退事由に該当する場合
　　　は不選任決定
　　・欠格事由、不適格事由等に該当する候補者に対す
　　　る不選任決定
　　・両当事者の理由を示さない不選任請求に基づく不
　　　選任決定
４．裁判員・補充裁判員の選任
　　　（不選任とならなかった候補者の中から裁判員・補
　　　充裁判員をくじなどで選任）

第７．裁判員の権利・義務
１．裁判員の職権行使の独立（第８条）
２．旅費、日当及び宿泊料の支払（第11条）
３．裁判員の義務（第９条）

皆出席
山口幸男君

新入会員
勝又　厚君

★例会変更
　 1. 富士宮ロータリークラブ　４月30日（月）　休会
★その他
　 1. 会員 秋田悦夫君より、ご尊父の葬儀の御礼として、
　　　御殿場ＲＣにご寄付を頂きました。


